
務の執行を監督する。   務の執行を監督する。   

3 理事会は、旦皇 3 理事会は、墾＿垂＿長が招集する8   会社法第366条第1項  
4 理事長‘是），以外の理事は、理事長（ユ〉，に対  4理事長は、理事が理事の3分の1＝1）1以上の  

会社法第366条第2項  
の招集を請求することができる。  て．会議の目的とする事項及び招集の理由を記  

載した書面を提出して理事会の招集を請求した  

ときは、その請求のあった日から7日以内＝l，2  

に＿理事会を招集 しなければならない（  

5前項の請求があった日から5日以内にの      5前項の場合において、理事長が理事会を招集   

会社法第366条第3項  
日とる理事会の招集の通知が発せられない場  事又は！臣事は理事会妄j召集することができ  

合には＿その請求をした理は理会  

ることがでる。  

6理事⊥山は3月に1回⊥山＿旦以上業務の執行の   6理事⊥餌は3月に1回」＿止＿L土以上業務の執行の   

状況を理事会に報告しなければならない。   状況を理事会に報告しなければならない。   

7  その他理事会の運営に閲し必要な事項は、規  7 その他理事会の運営に閲し必要な事項は、規   

則で定める。   則で定める。   

（注）1 組合の実情に応じて、「理事長l以   （注）1 「3分の11は、理事の定数その他   

外の理事の中から定めても差し支えない。  組合の妾什により定めればよく、例えば、  

「2分の1」又はr4分の1】とすること差  

し支えないが、おおむね「3分の1」が適当  

魁j⊥ 
削除  

宜めて差し支えないが、おおむね「7日以  

内」程度が適当であろう。  

（注）旦当該報告は、組合の実用に応じて、  （注）且当該報告は、組合の実情に応じて、   

理事長又はその指名した理事がまとめて行っ   理事長又はその指名した理事がまとめて行っ   

てもよいし、各担当理事が行うことも可能で   てもよいし、各担当理事が行うことも可能で   

ある。   ある。   

（注）旦 「3月に1回以上」とは、生＿を＿⊥エ   （注）旦 「3月に1回以上」とは、£＿五里塵   

も4半期に1度を目安に、各組合の実情に応   4半期に1度を目安に、各組合の実情に応じ  

じて定めるものである。  て定めるものである。   

（理事会招集手続）   （理事会招集手続）  

会社法第3 6 8条  第3 2条 理事会の招集は、その理事会の日の1   

週間前までに、各理事及び監事に対してその通   

知 －1∫を発してしなけ九ばならない。ただし、   

緊急の必要がある場合には、この期間を短縮す  

ることができる。  

2 理事会は、理事及び監事の全員の同意がある   

ときは、招集の手続を経ないで開く ことができ   

る。   

（注）通知は、理事及び監事の全員に対して発  

することを要し、従って簑34条第2項の特  

別の利害関係を有するため誰決権を行使する  

ことができない理事に対しても通知を必要と  

するものである。招集通知のもれがあったた  

め、その理事が出席しなかったときは、その  

理事会の議決は特段の事情がない限り無効と  

すべきものである。  

（理事会の議決事項）  

第33蚤 この定款に特別の定めがあるもののほ   

か、次の事項は、理事会の議決を軽なければな   

らない。  

（1） この組合の財産及び業務の執行に関する  

重要な事項  

（2） 総会（及び総代会）り．の招集及び（並び  

に）．注，総会（及び総代会）′止一に付言≠すべき  

事項  

（3） この組合の財産及び業務の執行のための  

手続その他この組合の財産及び業務の執行に  

ついて必要な事項を定める規則の設定、変更  

及び廃止  

（4） 取引金融機関の決定  

（5〉  前各号のほか、理事会において必要と認  

めた事項   

（潤ま、括  弧榊L  

第3 0条 理事会の招集は、その理事会の日の1   

週間前までに、各理事及び監事に対してその通   

知 ∫止）を発してしなければならない。ただし、   

緊急の必要がある場合には、この期問を短縮す  

ることができる。  

2 理事会は、理事及び監事の全員の同意がある   

ときは、招集の手続を綾ないで開く ことができ   

る。  

（注）通知は、理事及び監事の全員に対して発す  

ることを要し、従って第3：し条第4項の特別  

の利害関係を有するため議決権を行使するこ  

とができない理事に対しても通知を必要とす  

るものである。招集通知のもれがあったた  

め、その理事が出席しなかったときは、その  

理事会の議決は特段の事情がない限り無効と  

すべきものである。  

（理事会の三豊決事項）  

第31条 この定款に特別の定めがあるもののほ   

か、次の事項は、理事会の議決を程なければな  

らない。  

（1） この組合の財産及び業務の執行に関する  

重要な事項  

（2） 総会（及び総代会）√いの招集及び（並び  

に）一は－総会（及び総代会）．．1，に付議すべき  

事項  

（3） この組合の財産及び実技の執行のための  

手続その他この組合の財産及び業務の執行に  

ついて必要な事項を定める規則の設定、変更  

及び廃止  

（4） 取引金敷機関の決定  

（5） 前各号のほか、理事会において必要と認  

めた事項   （注）㈲棒  
型醐る。  

－34－  
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（理事会の成立事件）  削除  

第32条理手金は．理暮の過半数が出席しなけ  

れば議書を開くことができない．  

（理事会の議決方法）  （理亭会の議決方法）  

法第30条の5第1項  
できる王攣暮の過半数が出虚し＿ その過半数妄も   数で決し．可否同数のときは．皇ト長の決すると   

って行う． tユ，－   ころによる。   

法第30条の5第2項  
理暮は．ま決に加わることができない．   理暮のうちから．その；紐度；責任する。   

法第30条の6  
て提重した士■合において＿ 当該提稟につき理   判を有しない．   

事（当該書項について濃決に加わることができ  4 某1項の豊沃に特別の利手関係を有する理事   

るものに限る▲）の全－■が暮面又はt磁的記録   は．その鎗決に加わる権利を書Lない．   

により同士の意思裏表をしたとき（監暮が当該  5 理暮金において鰻決をする壇舎には．旛長は   

棲婁について舅‖■を述べたときは瞼く．）は．   鷺1Ⅰ■の出席した理暮の数に．前痛に規定する   

当抜撞稟を可決する旨の理暮全の決鎗があった   理暮はその旛決に馳して纂1凛の出席した理事   

ものとみなす息  の蝕に暮入しない．   

4理暮又は監暮が理暮及び監暮の全■に対して  法第30粂の8   

理暮会に報告すべき暮項を通知したときは．：当  

蝕暮頭斉】葦暮全へ報告することを暮しない。t護I  

エ  
【注）1理暮会の定足数及び決縫一件につい  

て．過半数を上回る書l含を定めることができ  

旦．．．L  

（注）2太壇の糞l定により】璽暮金への組合を  

暮しないものとさ九た暮瑠についてl土．≦妄令  

の定める暮ヰを書己血Lた書己－■多作I正し．こ九  

に作成した理暮が1名し．又はt己名神印する  

ものである．  

（理事会の雄亭録）   （理事会のIl事饅）   

法第3 0条の5第3項4項  第3 5条 理手金の縫主については．法令に定め  手3 4奥 組長及び理事会において凛任した理壬  

． した         し     した   

事及び監事は、これに署名し、又は記名押印し   
なければならない．  

2 前項の議事録をt磁的配線をもって作成した   

場合には、出席した理事及び監暮は、これにt   

子書名をしなければならない．   

2人はI－は．理暮会の雑事について議書縫を作   

成し、これに書名又は記名押印し、その写しを   

出席した各】里書に送付しなければならない。  

2 前項の議書級には、少なくとも次に櫓げる事   

項を記載しなければならない。  

（1） 開催の日時及び場所  

（2） 出席した理事t且＝及び監暮の氏名  

（3） 濃暮の経過の事領  （4）明朗及  
び賛否の議決権数並びに反対した理書の  

氏名ほ＝）  

3 理事は．篭1項の旛書抜を10年間l墟」．主た   

る事岬し＼。  

（注）牒実¶‖こよ  
り、適宜こ岬、  

おおむね「2人」程度が適当であろう。   

（注）2 「出席した理事」の中に次集に鰻重  

する書面による出席理事がいる場合は．その  

氏名に暮面出席である旨を付記するものであ  

皇＿L   

（注）3 第25集第2項及び第3項の暮庄原  

田である行為が理暮会の雄決に基づいてなさ  

れたときは、議書蝕に異議を止めなかった理  

事は連帯土任を問われることになるので．本  

号は各王■菓別に、特に注意して富己鰹すべきも  

のである。   

（注）4  rlO年Ⅷlは．1低限の保存年限  

であり、これより長い期間を定めることは差  

し支えないが、これより短い期Ⅶを定めるこ  

とは望ましくないものである．   

（暮面による岬  
第35粂榊ら力、じ  

－35－  
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め通知のあった事項について書面をもって議決  

権及び選挙権を行うことができる。  

2前項の規定により三豊決権又はi巽華権を行う者  

は、出席者とみなす。  

3第1項の規定により三豊決権又は襲撃権を行う   

者は、理事会の議案としてあらかじめ通知のあ  

った事項について、その賛否又は；興任しようと  

する王学事長若しくは責務王軍壬は，の氏名を書面に  

明示して、去29粂貰7項の規定による規則の  

定めるところにより、理事長に提出しなければ  
ならない〈  

（注）「理事長若しくは寺務理事」は、第28  

粂との聞達において規定するものであり、「  

理事長lを「組合長」と呼んでいる組合ある  

いは「常務理事jを置いているような組は．  

それに応じて規定するものであるh   

（理事の競業避止養務）  
笛36条理辛が．自己又は第三者のために組合  

の事業の部類に属する取引を行うには．理事 

においてその取引についての手蔓な壬婁を聞示  

してその孟夏盈．丑－、を受けなければならないn  

2前項の取引を行った理事は、遅滞なくその取  

引について圭事な壬宴を理手 金に報告（ユ〉2しな  

ければならない。  

（注）1理事会の承盟に当たっては、当該理  

壬は笠33粂ま4項の特別の利害関係を右す  

る理事として三鐘決権行侍を排除さ九るもので  

あ＿皇．．L  

（注）2当該報告は、理事会が、実際になさ  

れた取引が孟記された範臨に属するのかどう  

かやその理事に忠実隷謙遜反がないかどうか  

を判断し、組合に損害が生じる可能性がある ときは、それに対する曹置を講じる機会を与   

えるために行われるものであり．当該理事が  

前項の取引をするにつき理事会の承認を受け  

ていたかどうかに闇俵なく行わなければなら  

ないものである。  

定款等の備置）   （定款等の備えつけ及び書類の提出）   法第25条の2  
む旦▼急 この組合は、定款及び規約を各（主た  量＿旦＿ヱ＿条 理事は、定款、規約、総会（及び総代   

る）事務所 仁ユ，，に備え青かなければならない  会）（止巨の三鼻喜録（を各事務所 に）－止）2．組合  

魚名漬その他組合の財産及び業務の執行につい  

て重要な事項を記載した書類を（主たる）＝1）；  

事務所に備えておかなければならない。  

法第26条の5              2一項の規定による組合員名簿には．各組合員  この組合は、法令に定める事項を記載した組   

合員名護を作成し、主たる事拝所に備え置かな  の氏名．住所、加入年月日、出資口数並びに払   

ければならない。   込済出資紐及びその払込年月日を記載しなけれ  

ぱならない。  

3理事は、通常総（代）一江〉，会の会日の7日前  

までに事業報告書．貸借対照表、損益計算書、  

附属明細書及び剰余金処分案又は欠損金処理案  

を監事に提出し、かつ、これらを（主たる）tご1I  

2務所に備えておかなければならない。  

4前項の規定による事業報告書には．次の事項  

を記載しなければならない。  

（1）組合員動、出菅口数及びその金額並びに  

ま旦盟虜  

（2）役員、職員（、総代）㌧1，1等の組織の状  

塑  
（3）過去3年間における組合の事業及び財産  

型＿艶遡  

（4）事業の状況  

ア当該事業年度における事業の種類ごとの  

塞＿捜  

イ設備投資の状況  

（5）子会社等の概況及び決算の状況  

（6）総（代）＝1，1会の喜養決  

（7）その他必要な項   

－36－   



には．次の  5  貰3項に  

を記載する。  
（1） 資未及び借入金の状況  

（2） 固定資産等の状況  

（3） 担保権の設定及び保証債務の状況  

（4） 各種引当金の状況  

（5） 子会社等との取引の明細並びに債権及び   

…の状況  

（6） 組合と栓■Ⅶにおける取引の状況  

（7） 役貞‖ね酬の状況  

（8） 書生経書の明細  

（9） 事業の穫麺ごとの損益の明細  

（10） その他王事な暮項  

6 組合■及びこの組合の債権者は、第1項及び   

第3項の雷簸の開業を求めることができる。た   

だし、この組合は、正当な理由l鳳＝がある場合   

には、当該聞耳を拒否することができる．  

3  この組合は、組合且又は組合の債権者から、   

たときは＿ 正当な理由 は＝がないのにこ九を拒   1霧散扱蕗W内において次に櫓げる！■戎があっ      んではならない．   
定数、規約及び組合■名簿が書面をもって  

作成されているときは．当験暮両の叩t又は  

…求   

定緻．規約及び組合▲名簿がt縫的方法を  

もって作成さ九ているときは．当放t淀的紀  

鋏に記級された暮：囁を紙面又は映像面により  

衰示したものの聞責又は謄写の請求  

7 理事は、第3】其の暮類を通常総（代）ほ■l会   

に提出するときは、監事の暮見暮を添付しなけ   

ればならない。   

（注〉1 総代をtいている組合にあっては、  

そ九ぞ九括弧暮に従って規定するものであ  

皇＿L  

（注）1 定数及び趨約がt鑓的配線をもって   

作成さ九ている場合であって従たる暮務所に   

おける閲文又は謄写の漬束に広することを可   

能とするための緒tとして法令で定めるもの   

をとっている総合については．主たる書裁断   

とする。  
2  主たる暮務薪のほかに従たる書  

いている組合にあっては括弧暮内も  

し＿主たる暮務所しか書いていない場合にあ  

っては括弧暮を除いて規定するものである。  

（注）旦 組合員名簿については、個人のプラ  （注）且組合は．組合の民主的な運営の確保  

イバシーを侵害するおそれがある場合等閑贅   等の観点から＿ 組合の†一報を組合員．利幸聞   

を拒否する場合の基準をあらかじめ相合で定   係者等に対し．できる限り開示する必専があ   

めておく ことが必要である。   り、r正当な理由1をむやみに拡大解釈して  

不当に情報が隠されるようなことがあっては  

ならない．したがって．個人のプライバシー  

を侵書するおそれがある場合等閲覧を拒否す  

る場合の基準をあらかじめ組合で定めておく  

ことが必事である．   

（監事の臆務及び権限）   （監事！三＿よ五里査）   

呈＿旦＿ヱ＿屋 監暮は．理事の暮務の執行を監査す   法第30条の3第2項  
る。この場合において．法令で定めるところに  の財産及び理暮の業務執行の状況を監査しなけ   

より、監査報告を作成しなければならな一い。   ればならない．   

会社法第381条第2項  
手業に愴する報告を求め、又はこの総合の業務   付した監査報告暮を作成し．捻（代）＝1】1会に   

及び財産の状況を量1壬することができる．   報告しなければならない．   

3  監事は．その書務を行う ため必書があるとき  3   監事は．箋1項の監香を行ったとき及び必事   会社法第381条第3項  
は．この組合の子会社尊に対して書生の報告を   があると放めるときは、理書 会に仕＝驚して意見   

求め、又はその手会社事の業務及び財産の状況  を述べるものとする．   

の王1圭をすることができる．  

4前項の子会社等は．正当な理由があるとき  会社法第381粂第4項  
は．暦‖噴の報告又は爛圭を拒むことができる。  

5監暮は．環暮が不正の行為をし＿若しくは当  会社法第382粂  
該行為をするおそ九があると】汲めるとき．又は  

令若しくは定赦に遭反する暮重苦しくは著し  

く不当な手蔓があると眩めるときは．遵三幕な  

く．その旨を理暮会に報告しなければならな  

と⊥L  

6監事は．前項の鳩舎において＿必書があると  会社法第383条第2項  
放めるときは．理暮に射し▲理暮会の招暮を王書  
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求することができる。  7㈱求＝をLた   
監事についてこれを嘩鵬  8僻め   
るとき㈱  9㈱事（乃哩   
任又は辞任（選任若しくは解任又は辞任）につ   

いて意抑  

10柳津任後最初に招集され   る総（代）㈱   
そ卿  ＝御   代）凋」1会   
の日時及び榔  

廷 監査についての規則の設定、変更及び廃止は   

監事が行い、総（代）⊥且⊥⊥会の承認を受けるも   

のとする。  

会社法第3 8 3条第1項   

会社法第3 4 5条第1項  

会社法第3 4 5条第2項  

会社法第3 4 5条第3項  

4 監査についての規則の設定、変更及び廃止は   

監辛が行い、総（代）」ユ＿Lユ会の東認を受けるも   

のとする。   

（‡注）1 監事による監査の回数は、組合の実  

情により適宜定めるぺきであるが、事業年度に「  

1＋回lは必ず行うぺきであり．できる限り「2回  

l程度行うことが望ましい。   

（注）呈＿ 第12粂（注）1を参照のこと。  （注）ユ 第12条（注）1を参照のこと。  （注）㈱   
外の理岬し、。  

前条に移動のため削除  （監事による調査）  

筈3 9生 前粂篭1項に定めるほか、監事は、い   

つでも醐集   の佃＝けj萱の   
状況を調査lユ＝することができる。  2榊組合の   
職員が榊他   

法令若しく岬は   

行うま㈱著しく不   

当な事項があると認めるときは、理事会にこれ   

を報告しなければならない。  3㈱監事   
は理事会の招集を請求することができる。  4㈱っ   
た場合にここれを準用する。  

5 監事は、第2項の報告にもかかわらず、理事  

会が適正な措置を持岬lま、  総（代）㈱らな  
←）J＿  

（注）1 当該報告の方法については自由であ  

リ、ロ岬  

告することを求めてもよく、こナ＝こ対して理  

事及びその他の組合の岬  

権限濫用的なものでない限り、時期・方法を  

限定することができないものである。   

H＝＋2＋当該調査lま、1篭愕川H監月‖ニならiない  

限り、咽も  

のであり、そのとき対象となる組合の帳簿類  

等については、会計に関するものに限定され  ずにそ岬三Eた  る事榊等l二赴  
いて現実の咽き  

るものである．  

鋤こ二tと。  

冊卜面‾ピ＝b⊂＝頭‾ピもよ  
く、監事畔で  

ある。  

（理事の報告義務）  

第40条 理事は、組合に著しい損害を及ぼすお   

それがある事実を発見したときは、直ちに監事   

に報告しなければならない。  

（理事の報告義務）  

第3 8条 理事は、組合に著しい損害を及ぼすお   

それがある事実を発見したときは、直ちに監事   

に報告しなければならない。  

（監事による理事の行為の差止め）  

貫3 g条 監事は、理事がこの組合の目的¢＝範囲  

会社法3 5 7条  

会社法第3 8 5条   
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外の行脚る行   

為をし、又はこれ卿る  

に、い   当  ‾ に  ってこの 合に   

しい抑   

手に対し、当岬るこ   

とができる。  2㈱をもっ   
て同卿こことを   

命するときは卿とす   

る。  

（監事の代表権）  
第40条 第2 g集第2項の規定にかかわらす、   会社法第3 8 6条  

▲にl   事がこの  

この組合が、理事又は理事であった者（ぢ  

下、この岬寸し、  

また      が   に  して え   

皇  
2）この組合が、t‖咽き加入す  

る組合岬えの  

提起の謂戎を受ける場合  

3）この組合が、6…力、ら引き損き加入す  る榊l＝  
係る卿合  

4）この岬、ら引  

き榊を追  

及する抑  

卿■台   

地含岬わ）  41㈱る組合  
員は、碑の他  

苦しくは定款に違反する行為をし、又はこ  

れらの行為をするおそれがある場合において、  

会社法第3 60粂  

当該行為によって組合に回1■することができな  

い損害が生するおそれがあるときは、当該理事  

に射し、当該行為をやめることを請求すること  

ができるn  

（注）これを下回る期間を定めることは差し  

皇 

（組合且の調査請求）   （総合員の講壬柵求）  

基＿旦＿＿旦＿星 組合Åは、総総合点の100分の3 は】  星A＿⊥＿粂 組合■は、総組合員の100分の3ほ－   

以上の同意を得て、監事に対し、組合の業務及  以上の同意を得て、監事に対し、組合の業務及   

び財産の状況の調査を請求することができる。   び財産の状況の桝壬を請求することができる。   

2 監事は、前項の請求があったときは、塾＿圭＿皇  2 監事は、前項の請求があったときは、呈＿＿旦＿＿旦   

調査を行わなければならない。   里見＿⊥旦旦調査を行わなければならない。   

（注）  rlOO分の3以上」については、1   （注） 「100分の3以上」については、1   

00分の3から10分の1（法第94粂第1   00分の3から10分の1（法策94条第1   
項の行政庁への検査汁球の割合）までの間に   項の行政庁への検査請求の割合）までの間に   

おいて、紬合の実情を勘案して定めるもので   おいて、組合の実情を勘案して定めるもので   

ある。組合員数2千人未満の小規模な組合に   ある。組合員数2千人未満の／ト親機な組合に   

おいては10分の1と、10万人を超えるよ   おいては10分の1と、10万人を超えるよ   

うな大規模な組合は100分の3と定めるな   うな大規模な梱合は100分の3と定めるな   

ど、権利の濫用にならないよう充分留意した   ど、権利の濫用にならないよう充分留意した   

上で．実現可能な割合において定めるもので   上で、実現可能な割合において定めるもので   

ある。   ある．   

（顧問）l址」   （顧問）ほ）   

鼻＿土＿旦＿急 この組合に、顧問を置くことができ  呈＿旦＿＿星＿．粂 この組合に、顧問を書くことができ   

る。   る。   

2 顧問は、学識経験のある看のうちから、理事  2 顧問は、学錐経験のある者のうちから、理事   

会において選任する。   会において選任する。   

3 顆間は、この組合の業務の執行に関し、理事  3 顧問は、この他含の業務の執行に開し、理事   

長の諮問に応ずるものとする。   長の絶間に応ずるものとする。   

（注） 顧問の設定は、組合の実情により定め   （注） 顧問の設定は、組合の実†竃により定め   

るものであるから、本条は、顧問をtいてい   るものであるから、本条は、顧問を書いてい   

る組合についてのみ規定すればよいものであ   る組合についてのみ規定すればよいものであ   
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る。なお、顧問の資格、選任方法も、組合の   る。なお、顧問の資格、選任方法も、組合の  

実情により、任意に定めて差し支えない。圭  実情により、任意に定めて差し支えない。  

た、顧問以外について設置する場合にも同様  

の規定を設けること。  

（職員）  （職員）   

蓑＿A＿旦＿＿急 この組合の職員は、理事長が任免す  墓▼旦＿三し急 この組合の職員は、理事長が任免す   

る。   る。   

2 隈員の定数、服務、給与その他随員に関し必  2 織員の定数、服務、給与その他随員に関し必   

要な事項は、規則で定める。   要な事項は、規則で定める。   

第4章（止－ （総代会及び）総会   第4章（ユ」 （総代会及び）総会  

（注） 本章は、総代を置いている組合にあっ   （注） 本章は、総代を置いている組合にあっ   

ては「総代会及び総会」の章とし、総代を置   ては「総代会及び総会」の章とし、総代を置   

いていない組合にあっては「総会」の章とす   いていない組合にあっては r総会」の章とす   

るものである。   るものである。   

また、本章中「総（代）会」、「組合員（   また、本草中 r総（代）会J、 r組合員（   

総代）」、「組合員又は組合長と同一の世帯   総代）」、「雑合且又は組合員と同一の世帯   

に属する者（組合且）」及び「総会（及び総   に属する看（組合鼻）」及び「総会（及び総   

代会）」とあるのは、総代を置いている組合   代金）」とあるのは、総代を置いている組合   

にあっては r総代会」、「総代」、 r組合員   にあっては「総代会」、「総代」、「組合員   

」及び「総会及び総代会」と、総代を置いて   」及び「総会及び総代会」と、総代を置いて   

いない組合にあっては「総会J、「組合員   いない組合にあっては r総会J、 r組合員   

」、「組合員又は組合員と同一の世帯に属す   」、「組合員又は組合且と同一の世帯に属す   

る者」及び「総会」とそれぞれ規定するもの   る者」及び「総会」とそれぞれ規定するもの   

である。   である。   

（総代会の設置）   （総代会の設置）   

第00条 この組合に、総会に代るぺき総代会を  第00条 この組合に、総会に代るべき総代会を   

設ける．   設ける。   

（総代の定数）   （総代の定数）   

第00条 総代の定数は、00＝1一之人とする。   第00条 総代の定数は、00＝1〉】人とする。  

（総代の定数）  

罵00条 総代の定数は、00日．1三人以上0  

0人以内において総代選挙規約で定める。  
＝＝1   

（注）1 総代の定数を、定款上幅を持たせ、   

規約で定めた方が適当な組合にあっては、括   

弧書の例に従って規定するものである。  

（注）2  総代の定数は、100人以上でなけ   

ればならず（法第4 7粂第3項）、具体的な   

定数は、これ以上の範囲において組合の区域   

及び組合員数に応じて適宜定めるものであ   

る。  

（総代の定数）   

（第00条 総代の定数は、00＝l〉∃人以上0  

0人以内において総代選挙規約で定める。）  
†．1J  

（注）1 総代の定数を、定款上幅を持たせ、  

規約で定めた方が適当な組合にあっては、括  

弧書の例に従って規定するものである。   

（注）2 総代の定数は、主旦選挙の時1こおけ  

る㈱塾  

が100 0人を超える組合にあっては、10  

0人）以上でなければならず（法第4 7条第  

3項）、具体的な定数は、これ以上の範囲に    おいて組合の区域及び組合員数に応じて適宜  
定めるものである。  

（総代の選挙）  

第00条 総代は、総代選挙規約の定めるところ   

により、組合員のうちから選挙する。  

（総代の補充）  

第00条 総代が欠けた場合におけるその補充に   

ついては、総代選挙規約の定めるところによ   

る。  

（総代の職務執行）  

第00条 総代は、組合員の代表として、組合員   

の意思を踏まえ、誠実にその職務を行わなけれ   

ばならない。  

（総代の任期）  

買00条 総代の任期は旦旦・ユ＝とする。ただ   

し、再選を妨げない。  

2 補欠総代の任期は、前項の規定にかかわら   

ず、前任者の残任期間とする。  

3  総代は、任期満了後であっても後任者の就任  

（総代の選挙）  

第00条 総代は、総代選挙規約の定めるところ   

により、組合員のうちから選挙する。  

（総代の補充）  

第00条 総代が欠けた場合におけるその補充に   

ついては、総代運筆規約の定めると ころによ   

る．  

（総代の職務執行）  

第00条 総代は、組合員の代表として、組合員   

の意思を踏まえ、誠実にその鞋務を行わなけれ   

ばならない．  

（総代の任期）  

罵00条 総代の任期は＿L生・鰻－とする。ただ   

し、再選を妨げない凸  

2 補欠総代の任期は、前項の規定にかかわら   

ず、前任者の残任期間とする。  

3 総代は、任期満了後であっても後任者の就任  
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するまでの間Ⅷ＝は、その♯務を行うものとす   

る。   

（注）1 総代の任期については、3年以内に  

おいて定款で定めるカ‖Ⅵとされている（法第  

47条第5項）のであるが、組合の稟情に応  

じて定めるものである。   

（注）2 「後任者の就任するまでの間」と  

は、次期の総代の選挙により当選人が確定  

するまでの間を意味するものである。  

（総代名簿）  

第00条 理事は、総代の氏名及びその選挙区を   

記載した総代名簿を作成し、組合員に周知しな   

ければならない。  

（通常総（代）会の招■）  

第45先 導♯絵（代）会は．毎暮巣年度終了の   

日から○箇月以内lほ〉に招集しなければならな  

い．   

（注） 通常捻（代）会の開催の時期について  

は、とくに法律上の規制はないが、法第92  

奥の2により暮彙年度終了後3月以内に決暮  

慢＝茶暮無及び事業報告暮並びにこれらの附虞  

明細書を行政庁に拠出しなければならないこ  

とから、事業■年度♯了の日から3箇月以内に  
通常稔（代）会を行う必辛がある。その範崗  

内で適宜定めるものである．  

するまでの間日払＝は、その職務を行うものとす   

る。  

（注）1 総代の任期については、役員の任期と  

真なり．定放で定めることとされている（法  

第47粂第4項）のであるが．おおむね＿＿し1  

年」程度とすることが望ましい．   

（注）2 「後任者の就任するまでの間」と  

は、次期の総代の選挙により当遼人が確定  

するまでの間を意味するものである．  

（総代名簿）  

第00条 理事は、総代の氏名及びその選挙区を   

記載した総代名簿を作成し、組合員に周知しな   

ければならない。  

（通＃総（代）会の招集）  

第44条 理暮は．毎暮集年度終了の日から2箇   

月以内．鋸に、通♯総（代）会を招れしなければ   

ならない。   

（注） 通常総（代）会の開催の時期について  

は、とくに法律上の規制はないが、消t生活  

羊4 8号．以下「財務処理規則」という．）  

某11粂により決暮日から3箇月以内に事業  

報告暮．財務緒表及び剰余金処分稟又は欠損  

金処理案を行政庁に捷出しなければならない  

ことから、事業年度終了の白から3箇月以内  

に通常総（代）会を行う必辛がある。まL  

の処理奪を勘稟して適  

当な時納を定めるぺきであり．おおむね事業  

年度終了の日から「2箇月以内」とすること  

が適当であろう．  

（l臨時給（代）金の招集）  

第4 5条 理書は．理暮会において絵（代）会の   

法第3 4条  

（臨時総（代）会の招集）  

第46条 理手長Ⅷ＝は、必璽があるときはいつ  

法第3 5条第1項  

法第3 5条第2項  

招集の議決をしたときは．臨時総（代）会を招   

集しなければならない．  

2 理事は、組合員（総代）がその5分の1以上t   

鰻1，の同意を待て、会議の目的とする事 項及び   

招集の理由を記載した書面を提出して総（代）   

会の招井を請求したとき、並びに 組合長（総   

代）が第26粂第1項の規定により役且の解任   

を講決したときは、その請求のあった日から2   

0日以内l止】tに臨時総（代）会を招集しなけれ   

ばならない。  

（注）1 「5分の1以上」の同意による蹟求が   

あった場合には、理事は法第3 5条第2項の規   

定により必ず総（代）会を招集しなければなら   

ない義務を有しているが、組合の実情により、   

さらにこれを例えば「6分の1以上」、「10   

分の1以上Jというようにして理事の招集♯務   

を加重することは差し支えない。しかし、通常   

の組合にあっては r5分の1以上」零呈度が望ま   

しい。  

（注）旦 「20日以内」というのは、法第35   

粂第2項に規定するt高期限であるから、さら   

にこれを例えば r15日以内」、「2週間以内   

」というように短期日にすることは差し支えな  

い．  

（代）会  でも理事会の   
集できる。  

2 組合員がその5分の1以上t墟」】の同意を得   

て、会淡の目的とする事項及び招♯の理由を‡己   

載した書面を提出して総（代）会の招集を請求   

したときは、理事会は、その請求のあった日か   

ら2 0日以内t弘一】に睦時稔（代）会を招集すべ   

きこと有決しなければならない。  

（注）1 組合の臭什に応じて、「理事長」以外  

の理事の中から定めても差し支えない．  

（注）旦 「5分の1以上」の同意による請求が  

あった場合には、理事は法第35条第2項の  

規定により必ず総（代）会を招集しなければ  

ならない義務を有しているが、組合の実情に  

より、さらにこれを例えば r6分の1以上  

」、「10分の1以上」というようにして理  

事の招集義務を加王することは差し支えな  

い。しかし、通常の組合にあっては r5分の  

1以上」程度が望ましい。  

（注）旦 r20日以内」というのは、法案35  

条第2項に規定する最高期限であるから、さ  

らにこれを例えば「15日以内」、「2週間  

以内」というように短期日にすることは差し  

支えない。  

（絵（代） 会の招集者）  

第47粂 総（代）会は．理事会の】濃決を経て、   

理手長（注Iが招▲する．  

2 理事長 は〉の暮務を行う章がないとき．又は前   

史箕2項の‡■束があった量l含において．理手長  

ほ，が正当な理由がないのに総（代）会招集の   

手続をしないときは．監事は．総（代）全を招   

よしなければならない．  

法案3 6条1項   

法第3 6粂2項   
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（注） 組合の棄権に応じて．「理事長」以外   

の理事の中から定めても差し支えない。  

（監事の㈱  
竜」．旦集＿＿＿＿塁＿蚤旦．嗅＿性＿互＿玉＿＿ラ▼首力ぐ鎚＿＿と＿き＿l享L   

総（代）会の招集は、監事が行i」L  

旦榊   

㈱っら   

ず、榊阻」   総（代）会抑  3榊執   
缶に珊合   

冊め必   

要があると岬   

なければならない。  

（総（代）会の招集手続）  第47条 咽くと  
も5日前までに、会議の目的とする事項、日時及  

立場所を書面により組合旦（総代）に通知して行  

主地． 

法第3 7条第1項  （総（代）会の招集手続）  

第48墓 星里長＝い】が総（代㈱   
合には、法令で定める事項について、理事会の   

夏曇決により決定しなければならない．  2脚皇   
招集する場合には．法令で定める事項につ吐   

壬し忘 

旦 3榊   
事は、その総（代）会の全日の10日前ま王   

に、㈱己   

載した抑れlまな   
らない。  

4 通鴬総（代）会の招集の通知に際しては、」基   

金附   

し、理事会卿重   量＿亜告抑」  

法第3 8条  

法貰31条の7第7項  

（総（代）会提出亘鐘藁・書類の調査）  

第49条監事は、理事が総（代）会に提出しよ  会社法第3 8 4条   

うとする三豊藁、書類その他法令で定めるもの  

≡重しなければならない．この場合において、  

法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当  

項があると認めるときは、その調査の結果を  

総（代）会に報告しなければならない。  

（延 又は 士行の決議）   （総（代）会の会日の延長）   

法第44条  

決により、延期し、又は続行することができ   決により、続行し、又は延期することが でき   

る。この場合においては、 4 8  Ⅰの規定  る。この場合においては、乱＿条の規定は適用し   

は通用しない。   ない。   

（総（代）会の喜銭決事項）   （総（代）会の議決事項）   

法第40条第1項   
か、次の事項は総（代）会の喜♯決を経なければ  か、次の事項は総（代）会の富農決を経なければ   

ならない。   ならない。   

（1） 定款の変更   （1） 定款の変更   

（2） 規約の設定、変更及び廃止   （2） 規約の設定、変更及び廃止   

（3） 解散及び合併   （（3）   散及び合 ）仁注‥   

（4） 毎事業年度の予算及び事業計画の設定  （4）・毎事業年度の予算及び事業計画の設定及   

及び変更   び変更   

（5）出資1ロの金級の減少  （5）出資1口の金枝の減少  

（6）借入金頼の最古  

」＿旦ユ＿貸借対照表、損益計算書及び剰余金処    （7）事業報告書、貸借対照表、損益計算書、   

分業又は損失処理案（以下「決算関係書類」  

という。）及び事業報告書  

」」」」連合会及び他の団体への加入⊥且⊥⊥又は   

脱退   退   

2  この組合は、第3条各号に掲げる事業を行う  2  この組合は、第3条各号に掲げる事集を行う   

ため、必要と認められる他の団体への加入又は  ため、必要と認められる他の団体への加入又は   

脱退であって、多額の出資若しくは加入金又は  脱退であって、多臨の出資若しくは加入金又は   

会費を要しないものについては、前項の規定に  会費を要しないものについては、前項の規定に   

かかわらず、総（代）会の議決によりその範囲  かかわらず、総（代）会の三豊決によりその範囲   
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を定め、理事会の譲決事項とすることができ   を定め、理事会の議決事項とすることができ   

る。   る。   

法事40条第2項  
定により、あらかじめ通知した事項についての  り、あらかじめ通知した事項についてのみ議決   

み議決をするものとする。ただし、この定紋に  をするものとする。ただし、この定数によリ   

より総（代）会の議決事項とされているものを  総（代）会の議決事項とされているものを除く   

除く事項であって軽微かつ緊急を事するものに  事項であって軽微かつ緊急を要するものについ   

ついては、この限りでない。  ては、この限りでない。  

4規約の変更のうち、以下の■‖偏については．  法第40条第3項  
第1項の規定にかかわらず、総（代）会の旗決  

を経ることを要しないものとすることができ  

る。このi■合においては．総（代）会の議決を  

経ることを馨しない暮項の変事の内容の組合且  

に対する通知、公告その他の周知の方法は集0  

○奥及び集00条による．  

（1）旭係法令の適正（条項の移th手当蝕法令に  

規定する内容の美甘的な変事を伴．bないものに  

限る）に伴う圭l定の整理tl‥  

（2）00に随する■‖囁l址〉，  

（注）1総代 削除  

環の規定により組合の鮭散及び合併の旛決を  

することはできないので．総代を書いている  

組合にあっては．木与を削除するものであ  

皇．  

（注）ユ「他の団体への加入Jには、子会社  （注）L「他の団体への加入」には、子会社   

等への出資等も含むものである．  等への出資等も含むものである。   

（注）2組合の実什に応じて施行規則筈00  

粂に鰻定する羊頭の中から定めるものであ  

皇．」  

（総（代）会の成立要件）   （総（代）会の成立要件）  

真一旦＿旦＿条 総（代）会は、組合員（総代）の藍色l  呈＿旦旦＿皇 総（代）会は、組合Å（総代）の旦里   

址〉が出席しなければ、議事を開き、議決をする  塾t址）が出席しなければ、議事を帥き、議決をす   

ことができない．   ることができない。   

2 前項に規定する数の組合員（総代）の出席が  2 前項に規定する数の組合且（総代）の出席が  

ないときは、理事会は、その総（代）会の全日   

から20日以内にさらに総（代）会を招集土＿皇   

ことを決しなければならない。この場合には、   

前項の規定は適用しない。   

（注） 総（代）会の成立要件を「豊里」とす    るかどうかは、組合員等の実情により定める  
ものであり、縮合員数の多い組合の総会にあ  

っては r3分の1」としても差し支えないも  

のであるが、総代をせいている組合にあって  

は、総代自身が何人かの地合員を代表してい  

るものであるから、よほど特別の理由のない  

限りは「呈＿塾」と規定すべきである。   

（役旦の鋭明義務）  

第53免 役■は．総（代）会において．錮全員   

から輔卿合   

には、当町けれ   

ばならない．ただし、次に掲げる壇合は、この   

限りでない。  

（1）組合且が説明を求めた事項が絵（代） 会の   

目的である事項に閲しないものである壇合  

（2）その畔＝l（D≠＝司の   
利益を著しく書する鳩舎  

（3）組合岬＝こ・つい1＝説明を   
するために畔含。   

ただし、当該組合員が総（代）会の8より相当   

の期間前に当該書項を細含に対して孟知した壇   

合又は当該事項について説明をするために必璽   

な三月査が著しく容易である鶴含はこの限りでな  

い。  

（4）地合員が説明を求めた暮項について鮫明を   

することにより組合その他の舌（当放総合■を   

除く。）の権利を侵害することとなる壇合  

（5）組合員が当該総（代）会において臭書的に   

同一の事項について繰り返して説明を求める壌  

ないときは、旦皇は、その稔（代）会の会日か  

ら20日以内にさらに総（代）会を招集しなけ  

ればならない。この場合には、前項の規定は適  

用しない。  

（注） 総（代）会の成立事件を「過半数」と   

するかどうかは、組合且等の実情により定め   

る・ものであり、組合員数の多い組合の総会に   

あっては「3分の1」としても差し支えない   

ものであるが、総代をせいている組合にあっ   

ては、総代自身が何人かの組合員を代表して   

いるものであるから、よほど特別の理由のな   

い限りは「過半数」と規定すべきである。  

法第4 3条   
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正当な理乱逆皇る場合   

（三建決権及び選挙権）  

第54条 組合員（総代）は、その出資口数の多   

少にかかわらず、各1個の議決権及び選挙権を   

有する。  

（議決権及び遅筆権）  

第51条 組合員（総代）は、その出資口数の多   

少にかかわらず、各1偶の議決権及び選挙権を   

有する。  

2 総（代）会においてこの組合と組合員（総   

法第17条  

旧法第4 4条の削除  代）㈱   ㈱失l二加   
その組合員  刺。   

（総（代）会の識決方法）  

第5 2条総（代）会の議事は、出席した組合   

員（総代）の過半数で決し、可否同数のとき   

は、議長の決するところによる。  

2 総（代）会の誰長は、総（代）会において、   

出席した組合且（総代）のうちから、そ の都   

度選任する。  

3 議長は、組合員（総代）として総（代）会の   

吉丑決lこ加わる権利を有しない。  

4 総（代）会において雑決をする場合には、護   

長及び前条第2御代）   
は、その議決に関して出席した組合員（総代）   

の故に算入しない。  

（総（代）会の特別誰決方法）  

第5 3条 次の事項は、組合員（総代）の（過半   

数が出席㈱の   

旦抑。  

（1） 定款の変更  

（（2）灘＝  
（3） 組合且の除名  

（総（代）会の議決方法）  

基＿旦j＿星 総（代）会の雑事は、出席した組合   

員（総代）の過半数で決し、可否同数のとき   

は、議長の決するところによる。  

2 総（代）会の護長は、総（代）会において、   

出席した組合員（総代）のうちから、その都度   

選任する。  

3 吉最長は、組合員（総代）として総（代）会の   

議決に加わる権利を有しない．  

4 総（代）会において議決をする場合には、謹   

量は、その三麹決に関して出席した組合員（総   

代）の数に算入しない。  

法第41条  

法第4 2条  （総（代）会の特別議決方法）  

第5 6条 次の事項は、組合鼻（総代）の半数以   

上‡が出席し、その議決権の3分の2以上tユ〉の1   

塾仰い。  

（1） 定款の変更  

（2） 解散及び合併  

（3） 組合鼻の除名  

（4） 事業の全部の譲渡、共済事業の全部の言  

抑転  （5）朋  
の免除  

鼻の責  

削除  （注）1 第5 0条第1項の規定による総（   

醐丘   

組合にあっては＿ この括弧書は規定する必寄   

越ないが、脚   

分の1」と榊⊂は、   

三の括弧害を規定しなければならない。な   

お、こ聖＿＿工 

耳」＿＿＿臼埠申＿＿三L以＿鼻」土＿ヒ＿うネj＿＿王鱒憂＿王j   

三とは差し支えない。  

（注）旦 「3分の2以上」の議決要件は、さ   

らにこれを例えば「4分の3以上」というよ   

うに加重することは差し支えない。  

（注）3 総代を置いている組合にあっては、  

（注） 「3分の2以上」の三義決要件は、さら   

にこれを例えば「4分の3以上」というよう   

に加重することは差し支えない。  

削除  

組合の解散及び合併の議決を総代会で行うこ  

とはできないものであるから、この事項は削  

除し、粂を咽現定  

しなければならないものである。  

（譜決権及び選挙権の書面又は代理人による行  

使）  

第5 4条 組合員（総代）・ユ＝は、第4 7粂の規   

定によりあらかじめ通知のあった事項につい   

て、書面又は代理人をもって議決権及び選挙権   

を行う ことができる．ただし、組合員又は組合   

貞と同一の世帯に属する者（組合員）（1＝でな   

ければ代理人となることができない。  

2 前項の規定により、議決権又は選挙権を行う   

者は、出席者とみなす。  

3 業1項の規定により書面をもって誰決権又は   

選挙権を行う者は、貫4 7条の規定によりあら  

－44－  

（議決権及び選挙権の書面又は代理人による行  

使）  

第57条 組合員（総代）・且〉1は、第48条第3   

塁の規定によりあらかじめ通知のあった事項に   

ついて、書面又は代理人をもって誰決権及び選   

挙権を行うことができる。ただし、組合且又は   

相合鼻と同一の世帯に属する者（紹会見）トユ），   

でなければ代理人となることができない。  

2 前項の規定により、議決権又は選挙権を行う   

青は、出席者とみなす。  

3 第1項の規定により書面をもって議決権又は   

選挙権を行う者は、第48集貰3項の規定によ  

法第17条   



かじめ通知のあった事項について、その賛否又   

は選挙しようとする役員の氏名を書面に明示し   

て、第57条及び第21条第1項の規定による   

規約の定めるところにより、この組合に提出し   

なければならない。  

4 代理人は、10（3）t注＝人＝▲I一以上の細合   

員（総代）t鰻＝を代理することができない。  

5 代理人は、代理権を通する書面をこの組合に   

提出しなければならない。  

りあらかじめ通知のあった事項について、その   

賛否又は選挙しようとする役員の氏名を書面に   

明示して、第60条及び第21乗算1項の規定   

による規約の定めるところにより、この組合に   

提出しなければならない。  

4 代理人は、10（3）l珪】，人†生It以上の組合   

員（総代）．址＝を代理することができない。  

5 代理人は、代理檀を征する書面をこの組合に   

提出しなければならない。  

6＋組合■（総代）は、第1項の規定による暮面   

をもってする鵠決権及び遺草権の行使に代え   

て、醐ヒリ行う   

ことができる。t址＝  7嘲り   
行うこととする．   

（注）1 稔代をtいている組合にあっては r  

総代」、「組合1」、「3人」、「総代J  

と、総代をtいていない軸合にあっては r組  

合■」、「組合Å又は組合■と同一の世帯に  

属する者」、rlO人」、「組合1Jと規定  

するものである。   

（注）2  rlO（3）人」は、法第17粂第  

4項の規定により定められた書高取庄の数  

で、さらにこれを例えば「8（2）人」とい  

うように、少人数にすることは差し支えな  

い。   

（注）3 t磁的方法によってできるとする場  

合に㈱。   

（汗）4 施行趨則第00彙に規定する方法の  

が行う方法を規定するものであ  
る．また．1体的な手軽き専については、細  

別で定めるものである。  

（家族（組合且）ほIの発言権）  

第58粂 組合員と同一の世帯に属する者（組合   

（注）1 稔代をtいている組合にあっては「   

総代」、「組合員」、「3人」、「総代」   

と、総代をtいていない鳩舎にあっては「組   

合Å」、「掲合■又は組合且と同一の世帯に   

几する者」、「10人」、「維合■」と規定   

するものである．  

（注）2 「10（3）人」は、法第17条第   

4項の規定により定められたt高限度の数   

で、さらにこれを例えば「8（2）人」とい   

うように、少人数にすることは差し支えな   

い。  

（家族（組合Å）し注」の発言権）  

第5 5免 租含且と同一の世帯に属する看（組合   法第48粂  

員）し注」は、総（代）会に出席し、誰長の許可を   

得て発言することができる。ただし、組合且（   

総代）＝＝の代理人として総 （代）会に出席す   

る場合を除き、議決権及び選挙権を有しない。  

（注） 総代を置いていない組合にあっては「  

家族」、「組合且と同一の世帯に属する者  

」、 r組合且」と、総代を書いている組合に  

あっては「組合員」、 一組合Å」、「総代」  

と規定するものである。  

（総（代）会の重義事録）  

第5 6粂 稔（代）会の議事については、次の手   

袋を記載した雑事録を作成し、班長及び総（   
代）会において選任した組合員（総代）2人＝吐】   

，がこれに書名又は妃名神印するものとする。  

（1） 開催の日時及び場所  

（2） 組合員（総代）の総数及び出席組合且（  

総代）の数  
（3） 旛暮の経過の璽嶺  

（ヰ） 議決した事項及び♯香の数  

（5）Ⅷ＝i廷任された役且の氏名   

（注）㈱ 「2人  

l程度が適当であろう。  

員）ほ｝は、総（代）会に出席し、誰長の許可を   

得て発言することができる。ただし、組合員（   

総代）t注）の代理人として総（代）会に出席する   

場合を除き、議決権及び選挙権を有しない．  

（注） 総代を置いていない組合にあっては「  

家族」、「組合員と同一の世帯に属する者  

」、「組合員」と、総代をtいている組合に  

あっては r組合員」、「組合員」、「総代」  

と規定するものである。  

（総（代）会の議事録）  

第59集 総（代）会の議事については、法令で   

定める事項を紀滅した議事録を作成し、作成し   

た乱事及甘腋長㈱がこれに書名又は妃名押印す   

るものとする。  

法第4 5条  

（注） 縫暮蝕の暮名又は記名神田について   

は． r譲長及び総（代）会において選任した   

総代）2人」と洩定することも差し   
支えない。  

注）2  大貴は．役員の  

おいて行う組合のみが奥  

（解散又は合併の議決）  

簑00粂 総代会において組合の解散又は合併の   

縫決があったときは、理事は、当抜放決の日か   

ら10日以内に．総合1に当該旛決の内容を通   

知しなければならない．  

法第47条の2   

－45－  




